
放置自動車処理フロー

　10日間で放置自動車と認定

14日　 生活環境上
　　　　障害になる場合

　　　　 所有者判明  　　　所有者不明  　　 所有者判明 　　　　　所有者不明

　 　 1ヶ月

期限超過 　　　　　　必要に応じ

　　警告書はり付け
　　から1ヶ月以降

　 　 1ヶ月

　 　 1ヶ月 14日  6ヶ月

放置自動車発見・通報

現　場　確　認

移動・保管

陸運支局・軽自動車検査協会へ照会

撤去通知

撤去等勧告

撤去等命令

告　　発

廃物と判定 廃物と判定しない

県知事へ意見

告　　示 告　　示

廃物として認定

費用請求 路上放棄車処理協
力会寄付金の申請

保管自動車引き取り

①警察へ保管
　通知
②公示(14日)

警告書はり付け・調査

（8条）

（9条）

（10条1項）

（11条）

（12条）
（14条1項）

（14条2項）

（15条3項）

（15条2項）

（15条2項）

（16条）

（21条）

（10条3,4項）

①警察へ保管
　通知
②所有者へ引
　き取り通知

（10条3,4項）

（13条）

（14条1項）

（15条1項）

廃　棄　等　の　処　分

（10条5項）
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